
 

 

令和 2 年第 1 回さくら市議会 

定例会追加議案書 
（令和 2 年 3 月 18 日提出 追加議案第１号、追加報告第 1 号） 
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付  議  事  件 
                            第 1 回定例会 

番号 事     件     名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ 

追加 

１ 
さくら市教育委員会委員の任命同意について 市 長 P  3 

追加 

報告 

1 

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定） 
〃 P  4 
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追加議案第 1 号  

 

   さくら市教育委員会委員の任命同意について  

 

 下記の者をさくら市教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 2 項

の規定により、議会の同意を求める。  

 

記  

 

住   所    さくら市氏家 3519 番地 56 

 

氏   名    中  村  浩  之   

 

生年月日    昭和 37 年 12 月 2 日  

 

 

  令和 2 年 3 月 18 日提出  

 

 

                さくら市長   뤷  塚  隆  志  
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追加報告第 1 号  

 

 

   専決処分事項の報告について  

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分した

ので報告する。  

 

 

  令和 2 年 3 月 18 日提出  

 

 

                さくら市長   뤷  塚  隆  志  
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専決処分第 2 号  

 

専決処分書  

 

 

 地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。  

 

  令和 2 年 3 月 2 日  

 

                さくら市長   뤷  塚  隆  志  

 

 

 市は、市有自動車の接触により物件に与えた事故による損害賠償の額

を次のとおり決定する。  

 

1 損害賠償の相手方   住所  栃木県さくら市大中 160 番地 3 

            氏名  西澤  依吹  

 

2 事故の概要  

  令和 2 年 1 月 9 日午前 10 時 00 分頃、さくら市松山新田 129 番地付

近道路において、さくら市職員が職務上市有自動車を運転中、過失に

より相手方の物件に損害を与えたもの。  

 

3 損害賠償の額   297,236 円  
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